
公園名
富士川クラフトパーク（富士川観光センターを含む）

募集に関する質問

回答

１．管理運営で大きく変わったところはありません。

２．「都市公園の樹木の点検・診断に関する指針」及び同指針の参考資料において示されている点検や

診断を行うことができる専門知識を有する技術者のことで、資格要件までは定めていません。

１．今回から、観光センターと一緒に募集されたが、別々だったものをひとつにしただけで、

大きく変わったところはないということでよいか教えていただきたい。

２．新規に行う業務として、樹木の定期点検があるが、ここでいう専門技術者とは樹木医のことか

教えていただきたい。


